
防災拠点を核とした海上支援ネットワークの形成

○防災拠点を核とした海上支援ネットワークの形成に向け、以下のような取り組みを実施する。

・防災拠点の指定については、「港湾の基本方針」も踏まえ、告示により海上支援ネットワークを構成する

広域支援ふ頭、地域支援ふ頭を国土交通大臣が指定。

・防災拠点の指定にあたっては、①耐震強化岸壁が整備済み又は整備中、②広域港湾BCPへの位置付け、

③地域防災計画への位置付け（次期改定での位置付け見込みでも可）、④事前解析の実施状況（見込みでも可）を要件

※広域港湾BCPには、「海上支援ネットワークを構成する港湾」、「広域支援ふ頭、地域支援ふ頭、連携ふ頭、その他ふ
頭（漁港を含む）」を位置づけ。



指定広域支援ふ頭及び指定地域支援ふ頭の指定基準の概要

○海上支援ネットワークを構成する埠頭のうち、広域支援ふ頭及び地域支援ふ頭については、防災・減災対策を重点的に講
じる観点も含め、令和８年度より国土交通大臣が指定する。

【指定基準のポイント】（５月29日告示）



事例①
事前解析の結果と現地での

簡易な計測を照合
即日で判断

事例②
潜水等現地での詳細調査や

施設の解析を実施
約２週間で判断

○ 被災地への支援輸送を円滑に実施するため、支援側・受援側の両防災拠点機能の一体的な確保による海上支援ネットワー
クの形成が必要。

○ このため、防災拠点の一部を構成する港湾管理者が整備した岸壁及び桟橋を対象に実施する事前解析に対する支援を行う。

利用可否判断に資する事前解析の有効性

防災拠点の迅速な利用可否判断に資する事前解析に係る支援

設計時に想定地震動での施設の変位等を解析

（令和６年能登半島地震における教訓）
○想定地震による岸壁の変位量と被害の程度を事前に解析していた施設
では、現地調査で岸壁の変位量を測定後、直ちに利用可否判断を行う
ことができ、速やかに支援船を受け入れた。

○一方で、事前の解析をしていなかった施設においては、現地調査後に
解析を実施したために、利用可否判断に時間を要した。

支援側・受援側の両防災拠点において迅速な利用可否判断を行い、
円滑な被災地への支援輸送を実施するには、事前解析の実施が必要

防災拠点の迅速な利用可否判断に資する事前解析に係る支援

【想定される効果】
○ 支援側・受援側の防災拠点機能の一体的かつ迅速な利用可否判断がなされることで、円滑な被災地への支援輸送に資す

ることとなり、国による災害応急対策に係る先行支援を含め、迅速な被災地支援が実現される。

【事前解析の内容】
○ 地震に対する施設の変位量と健全性との関係を整理。
○ 岸壁又は桟橋の利用可否の基準を設定。 等
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